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相
続
財
産
の

範
囲
と
は

　相
続
の
対
象
と
な
る
財
産
は

「
被
相
続
人
の
財
産
に
属
し

た
一
切
の
権
利
義
務
」
と
民

法
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

プ
ラ
ス
財
産
と
マ
イ
ナ
ス
財

産
を
全
部
と
い
う
意
味
で
す

が
、
具
体
的
な
範
囲
は
規
定

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
プ
ラ
ス

財
産
は
土
地
、
建
物
、
自
動

車
、
現
金
、
預
貯
金
、
株
式
、

貸
付
金
、貴
金
属
、家
財
等
の

金
銭
価
値
の
あ
る
権
利
で
、

マ
イ
ナ
ス
財
産
は
住
宅
ロ
ー

ン
等
の
借
金
、
租
税
公
課
、

家
賃
、
入
院
費
等
の
支
払
義

務
が
代
表
例
で
す
。
他
方
で

相
続
の
対
象
で
な
い
財
産
が

あ
り
ま
す
。
国
家
資
格
、
養

育
費
、
生
命
保
険
金
、
死
亡

退
職
金
、遺
族
年
金
、墓
地
祭

具
等
が
代
表
例
で
す
。
但
し
、

生
命
保
険
金
と
死
亡
退
職
金

は
相
続
財
産
の
場
合
が
あ
る

の
で
確
認
が
必
要
で
す
。
相

続
財
産
の
内
容
を
知
る
こ
と

は
非
常
に
重
要
で
、
遺
産
分

割
協
議
の
対
象
財
産
か
、
相

続
放
棄
し
て
も
受
領
で
き
る

財
産
か
否
か
、
手
続
選
択
の

判
断
基
準
と
な
り
、
相
続
税

の
課
税
財
産
と
は
範
囲
が
異

な
り
ま
す
。
お
悩
み
の
方
は

専
門
家
に
相
談
下
さ
い
。


